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１ 概要 

（１）業務名 

ふるさとの祭り２０２６に係る会場設営・運営及び映像作成・広報業務 

 

（２）主な業務の場所及び実施日 

  【本 公 演】ステージ調整及び出演者のアテンド等、総合的な会場設営及び運営を行うもの 

     会 場：いわき芸術文化交流館アリオス セキショウ中劇場（いわき市平三崎 1-6） 

実施日：令和８年１１月７日（土）、１１月８日（日） 

      ※設営日 （予定）令和８年１１月７日（土）AM 

撤去日 （予定）令和８年１１月８日（日）公演終了後 

     併 催：いわき市と連携した開催 

  【出張公演】ステージはイベント主催者で対応、出演者のアテンドや記録（写真・映像）行うもの 

① 会 場：福島県文化センター 

実施日：令和８年８月２１日（金） 

併 催：福島県政 150周年記念式典 

 

② 会 場：楢葉町 

実施日：令和８年１０月２４日（土） 

併 催：ふたばワールド inならは 

 

③ その他公演  （県内で）１公演程度検討中。 

実施日：令和８年９月～令和９年２月の期間内 

             ※実行委員会として幅広い公演機会の提供を目指していることから、本出張公演との連携可

能なイベント案について、主催が官民を問わず積極的に提案すること。 

 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 会場設営・運営等業務 

（１）運営計画等の作成 

・添付の会場図面を基に、出演団体の会場入り（荷物搬入）、控室、ステージ、客席等の移動に係る

動線、団体毎のステージレイアウト等を整理すること。 

・運営計画を企画し、運営マニュアルを作成すること。 

・出演者その他関係者の行動が分かるスケジュール表を作成すること。 

・本イベントの概要説明に必要な資料の作成をすること。 

 

ふるさとの祭り２０２６に係る 

 会場設営・運営及び映像作成・広報業務委託仕様書 
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（２）運営体制の整備 

・本イベントの全体統制を行う運営本部を設置し、必要な備品等を手配すること。（運営本部はア

リオス２Ｆ「カンティーネ」を想定し、実行委員会で仮予約済み。） 

・運営本部を機能させるために、業務責任者を含む必要な人的体制をつくり、円滑なエリア全体の 

進行管理を行うこと。 

  ・地震・火災や緊急時等において会場でのイベント催行が困難と委託者側が判断した場合の運営計

画を提出すること。 

・緊急時において、警察、消防、町などへの緊急連絡を円滑に行えるよう、会場であるアリオスを

含め事前に連絡体制を確認の上、休日当番医を含む緊急連絡表を作成し、参加者及び来場者の安

全確保に努めること。 

 

（３）民俗芸能公演（イベント） 

【本 公 演】ふるさと祭り 2026 in いわき 11/7～11/8 ２日間（出演団体：２０団体程度） 

ア ステージ等の調整 

・ステージバックパネルや案内看板を設けるなど、祭りらしい装飾を施すこと。 

・ステージ運営、出演団体の披露に効果的な音響・照明等のプランを立て、会場担当者と十分に

事前調整すること。 

・団体の演目・衣装によって、適宜床面等に必要な養生を施し、イベント終了後に原状回復する

こと。なお、必要性の有無については、出演団体確定後に、会場担当者と事前確認を行うこと。 

イ バックヤード・袖控え等 

・出演団体の楽器・部品等搬入路を中心に、適宜必要な養生を施すこと。 

・添付の会場図面のとおり、ステージ脇の袖控え等も活用し管理運営を行うこと。 

・ステージ解説を行う専門家、司会席については、会場内の避難導線に留意しつつ、ステージ近

くに設けること。 

  ウ 出演者控え室等の運営管理 

   ・各控室入口に利用スケジュールを設置する他、出演者等が昼食をとったり、着替え等出演に必要

な準備を行うことができるよう、備品や設備を備えること。（ただし、本イベントにおいては、

「出演団体も、自身の披露時間以外の時間は、他団体の披露を観覧するよう強く働きかけるこ

と」を意識し、控室の利用時間を設計するとともに、披露会場への案内動線を設定し案内するこ

と） 

   ・出演団体の昼食弁当やお茶を用意する場合に、手配等の対応を行うこと。費用については、出演

団体から徴収すること。※委託者負担ではないことに留意すること。 

エ 観覧スペースの運営 

・障がい者や高齢者の観覧に配慮したものとすること。 

・本イベントにおける観客席の全体的な利用設計を行うとともに、来客数に応じ効果的に席の案

内が行えるよう運営すること。 

・来賓等の関係者席を設けること。 

  オ 民俗芸能体験コーナーの設置・運営 
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・民俗芸能の魅力を知り、本公演の来場者数増加に繋がるような魅力的なプランを提案すること。 

・委託者より提供する福島県政150周年記念ロゴマークデータを活用するなど、福島県政150周年

記念をお祝いできるような体験企画を提案し、本イベントの更なる盛り上がりを喚起すること。 

・「ふるさとの祭り実行委員会」からの提案があった場合は、これらも含め協議・決定した上で、

全体の企画・運営を行うこと。 

・体験企画の会場は中劇場入場口手前の「ホワイエ」で想定すること。 

・提案プランには、レイアウト、メインとなるターゲット層、内容等を示すとともに、必要な設

備や機材等について確保すること。 

   ・進行管理スタッフを専任で確保すること。 

カ 構成・演出 

・開催地の特色や会場の特徴を活かした祭りらしい構成・演出等を企画し、シナリオや演出プランを

作成すること。（オープニングに係る諸費用は委託金額内に含む。オープニングについては、委託者

と協議した上で最終決定を行うものとする。） 

・出演順序について、委託者側と十分な調整を行うこと。 

・１団体当りの出演時間は２０分程度と短いため、効率的な舞台転換ができるよう考慮すること。 

・本大会においては、「出演団体も、自身の披露時間以外の時間は、他団体の披露を観覧するよう強く

働きかけること」を意識し、出演団体と調整を行うこと。 

キ 進行スタッフ等 

・司会者を確保すること。 

・イベント進行に必要な運営スタッフ、会場内スタッフ、出演団体アテンドスタッフ等を過不足

なく確保すること。（出演団体等の誘導や進行上必要な説明・指示を行うこと。） 

・総合案内（受付等）を２名確保すること。 

 

【出張公演】 

 ① 福島県政 150周年記念式典 ８月２１日（金） （出演予定：１～２団体） 

    ※会場設営業務は発生しない想定 

   ア 出演団体のアテンド 

     出演団体の控室入りから出演場所へ移動を行う際にアテンドし、滞りなく演技披露を行う 

    ことが出来るようサポートを行うこと。 

 

  ② ふたばワールドinならは １０月２４日（土） （出演予定：１団体程度） 

    ※会場設営業務は発生しない想定 

   ア 出演団体のアテンド 

     出演団体の控室入りから出演場所へ移動を行う際にアテンドし、滞りなく演技披露を行う 

    ことが出来るようサポートを行うこと。 

   イ 出展ブースの企画・管理 

      会場内にふるさとの祭りＰＲブースを設け、11/7～8に開催を予定している本公演の宣伝手法

を企画し十分にPRを行うこと。（※ＰＲブースの位置及び内容については、発注者と別途協議を
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行うこと。） 

 

③ その他公演 

    ※会場設営業務は発生しない想定 

ア 出演団体のアテンド 

     出演団体の控室入りから出演場所へ移動を行う際にアテンドし、滞りなく演技披露を行う 

    ことが出来るようサポートを行うこと。 

   

（４）交通対策・会場整理等 

・出演団体の誘導や乗降の整理を行うこと。（中劇場楽屋ロビー裏口からの出入りを想定し、少なく

とも１名配置すること。） 

・場内整理や会場警備、出演団体の道具の管理を行うこと。 

・駐車場誘導員を手配すること。（現時点で調整中であるが、出演団体用に、アリオス敷地外に２

か所確保することを想定し、誘導員として少なくとも各２名（計４名）は配置する設計とするこ

と。） 

 

（５）同時開催イベントとの調整 

・ふるさとの祭り実施にあたり、スケジュールや企画等、同時開催イベント側と適宜必要な調整を

行うこと。※【出張公演】については他団体主催のイベントのため、当該イベントの進行を阻害

しないよう、出演団体の導線やプログラム調整等に配慮すること。また、【出張公演】について

は、ステージ設置・撤去費用等は生じないが、出演団体に対する謝金・旅費支出、出演団体管理、

公演様子の記録（写真・映像）の費用計上を行うことに留意。 

 

（６）出演団体に係る業務 

   ※出演団体については、委託者で 6 月～7 月を目安に決定し受託者に通知する。 

・出演団体の会場入から会場出までのスケジュールを企画し、管理すること。 

・交通手段や道具等の搬入・組立・搬出にかかる連絡調整を行い、必要な作業を行うこと。 

・演目の調査を行い、舞台構成や演出にかかる連絡調整を行うとともに、必要な作業を行うこと。 

・事前リハーサルが行えないことを考慮し、事前調整を行うこと。 

 

（７）記録・申請・保険等 

① 写真撮影 

・大会の催事内容の記録写真を撮影し、委託者に提供すること。 

・一般来場者の映り込みがないよう留意すること。 

・出演団体１団体につき、迫力のあるアップと引きの両方を撮影し、２カット使用する可能性を 

踏まえて必要枚数を撮影すること。 

・全ての写真データ（ＪＰＥＧ形式）は、大会記録及び大会広報等に使用するため、出演団体名 

が分かるようにすること。 
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・委託者に提供された写真データは、大会の宣伝、広報のために自由に使用できるものとする。 

② 関連機関との調整 

・消防署、保健所、警察署、道路管理者等への申請業務 

・道路管理者及び関係機関との打合せ・調整等 

③ 委託者賠償責任保険、レクリエーション保険等、必要な保険に加入すること。 

④ その他、実施する上で必要な調整を行うこと。 

 

（８）アンケート調査・集計 

   出演団体及び来場者を対象にアンケート実施・集計し、委託者が加工・分析が可能なデータ（Excel

等）及びプリントで提出すること。 

      アンケート調査の方法については、①当日の出演団体・来場者が負担なく回答できること②アン

ケート集計結果を効果的に分析・活用していくことを意識し提案すること。 

なお、アンケート内容については、委託者と協議の上で決定するものとする。 

   【本 公 演】出演団体及び来場者を必須とする 

   【出張公演】出演団体を必須とする 

 

３ 映像作成業務 

撮影、編集等、ふるさとの祭り２０２６映像制作に係る作業の全てを行うこと。 

（１）撮影映像 

   ふるさとの祭り２０２６における、民俗芸能団体（２５団体程度）の芸能披露（本公演・出張公

演）、民俗芸能専門家による芸能解説及びインタビューの撮影（本公演）を行う。 

   また、一般来場者の映り込みがないよう留意すること。 

 なお、当初予定団体数が増加し、当初契約金額に不足が発生すると見込まれる場合は、変更契約

を締結するものとする。 

 

（２）編集 

   映像の加工・編集、タイトルの挿入等の編集作業を行う。また、編集段階で委託者の内容確認及 

び修正指示の機会を設けることとし、修正指示のあった箇所については、これに対応すること。（特

に、一般来場者の映り込みがあった場合は、モザイクをかける等により個人の特定ができない形に

加工すること。） 

   動画は以下のとおりとする。 

① 思わずクリックしたくなるような、目を引くサムネイル画像を準備すること。 

② タイトルについて、一般的に読みにくい漢字には全て読み仮名を付すこと。 

 

 

（３）成果品の納入 

   成果品は以下のとおりとする。 

① 動画データ一式（編集前の全撮影映像も含む。） 
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     （ＭＰ４形式で提出すること。なお、内容確認の段階では、ＤＶＤディスクに記録した形で

提出し、完成した動画データは、ＨＤＤに収めて納品すること。おって、ディスクのラベ

ル印刷は不要だが、団体名は記載すること。） 

   ② 動画素材一式 

     （撮影素材、動画制作に使用した写真データ及び映像等の動画素材をＨＤＤに収めて納品す

ること。なお、第三者が権利を有している映像・画像等を制作において使用（二次使用も

含む。）している場合は、権利者や使用時間等について記載した一覧表を作成するとともに、

権利処理に当たり手続きした書類の写しを添付すること。） 

③ 納品期限（予定） 

   【本公演・出張公演①・②】 

令和８年１２月２５日（金）※発注者から内容の確認を受けたもの 

【出張公演③】 

実施時期を踏まえ、別途協議の上で決定する。 

 

４ 広報業務 

（１）印刷物 

   イベント開催に関する広報を目的として、次に掲げる印刷物を作成し、納期までに委託者が指定 

する場所に納品・配送すること。なお、具体的な納期・配送先については、委託者が別に指定する。 

 また、委託者による指定配送のみならず、本印刷物を活用した効果的な周知や配布活動について

提案し実行することで、集客増に努めること。 

   印刷物の編集・デザイン等について委託者が指定する場所で委託者の担当者と十分に打合せ、委 

託者の意向に沿い、事業の趣旨に合った編集・デザインをするよう努めること。 

 ア ＰＲ用チラシ 

    ・規 格 等 Ａ４判 コート紙 90㎏、4色両面 

    ・作成部数 ４,０００部 

    ・納  期 令和８年８月上旬（目安） 

     ※作成部数のうち、3,000 部は委託者への納品とし、1,000 部は受託者の提案に基づき周知

広報すること。 

イ ＰＲ用ポスター 

    ・規 格 等 Ｂ２判 コート紙 135㎏、4色片面 

    ・作成部数 １,０００部（900部は折りたたんだ形で提出すること） 

    ・納  期 令和８年８月上旬（目安） 

ウ 当日配布用パンフレット 

    ・規 格 等 Ａ４判 コート紙 90㎏、中綴じ 8頁、4色両面 

    ・作成部数 １,５００部 

    ・納  期 令和８年９月下旬（目安） 

   エ 折り込みチラシ 

    ・規 格 等 Ａ３判二つ折り/仕上がりＡ４判、4色両面 
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    ・作成部数 ２０４，８００部 

    ・納  期 令和８年９月中旬（目安） 

    ・対象地域 双葉郡、相馬郡、南相馬市、相馬市、いわき市・・・計２回実施 

          郡山市・・・１回実施 

 

広報物の掲載内容 

広報物 掲載内容 

 

 

 

共 通 

名称、テーマ、日程、会場、主催、後援、助成、お問い合わせ先 

 

※広報コンセプト 

 ・福島県の復興、元気、前向きさを表現 

 ・ふるさとの祭りらしい賑わいと朗らかさ 

 ・震災からのこころの復興 

 ・なつかしいふるさとの祭りに集う人と人との絆 

・福島県政 150周年記念 

パンフレット 

 ・ステージ日程、出演団体の芸能名及び出身地 

 ・会場案内図及び注目出店の案内 

 ・出演団体紹介（芸能名、出身地、写真、紹介文、出演時間等） 

チラシ 
 ・イベント日時、場所、アクセス詳細図 

 ・出演団体の芸能名とタイムライン 

 

（２）メディア掲載等 

  「ふるさとの祭り 2026in いわき（本公演）」の集客増を図るため、受託者が有する宣伝広告媒体

（例 情報誌や SNS広告等）を活用した、より効果的な広報の手法・手段があれば提案すること。 

  ただし、TVCM やラジオ CM をはじめとしたデジタルを活用した広告については、広告費全体の１割

程度に留めることを目安とし、上記「（１）印刷費」を含め長期的な広報活動に努めること。 

 

５ 出演団体に関する謝金・旅費支払い代行業務 

・芸能公演に出演する団体へ謝金及び旅費を支払う業務を代行する。 

・支払うべき金額は発注者側で予め算出し、受託者に指示するものとし、受託者は指定された団体に 

定められた金額を支払い、受領書に確認の押印を受領する。 

・謝金及び旅費の支払いについて、支出する額は1,200,000円として見積を行うこと。（支出項目と

して120万円を計上し、本代行業務以外への流用は行わないこと。） 

・予定団体数又は団体当たりの予定出演者人数が増減し、当初契約金額に過不足が発生すると見込 

まれる場合は、増額又は減額の変更契約を締結するものとする。 

 

６ 提出書類 

 受託者は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を甲の指定する日までに提
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出すること。 

（１）主任担当者通知書（別記第１号様式） 

（２）委 託 業 務 着 手 届（別記第２号様式） 

（３）委託業務完了報告書（別記第３号様式） 

（４）実 績 報 告 書（別記第４号様式） 

（５）委 託 料 請 求 書（別記第５号様式） 

（６）委託料概算払請求書（別記第６号様式） 

（７）その他業務の確認に必要と認める書類   

 

７ 成果物（上記３映像作成業務委託内容（３）「成果品の納入」に記載の成果品を除く） 

以下の成果物を、委託者に提出すること。 

・実績報告資料（各公演に係る支援概要、出演団体一覧、来場者数、アンケート結果 等） 

・大会マニュアル原稿、出演団体行程等（図面イラストレータを含む全データ・プリント） 

・大会の画像データ、プリント 

・制作物原稿（印刷物、イラストレータ及びＰＤＦ形式） 

 

８ 委託料の支払い 

  委託契約書第１１条に定める委託料の支払いについては、第１０条第２項に定める委託料の額

の確定通知により、別記第５号様式によるものとする。 

  なお、上記にかかわらず、受託者の請求により必要と認める場合には、別記第６号様式により

概算払いをすることができる。 

 

９ その他 

・本企画においては、実施可能性を精査した上で提案すること。 

・会場については、次項に示す施設を委託者で確保しており、使用料も「ふるさとの祭り実行委員会」

で支出する。 

・設備等について、次項に示す設備を基本想定とし「ふるさとの祭り実行委員会」で支出する。なお、

追加的に備品等が必要となる場合、当実行委員会と協議の上、予算の範囲内において当実行委員会

が支出する。 

・本事業の運営及び事業効果を高めるために、上記以外で自社の持ち込み等に係る料金については、

受託者負担とし見積もりの中に含め積算すること。 

・本業務において制作したデザイン、スローガン、画像データ、その他の制作物の著作権等一切の権

利は、モチーフの使用を含めて福島県に帰属する。また、複数年の使用を想定していることに留意

すること。 

・本仕様書に定められた業務内容の実施に当たっては、追加の費用負担が生じた場合においても、そ

れが仕様を満たすために当然必要と認められるものについては、原則として受注者の負担とする。 

・受託者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議

し、委託者の承認を得ること。 
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・委託者及び関係者と連絡を密にし、事業が万全にできるよう定期的な打合せや調整を行うこと。本

仕様書に定めのない事項について、また本業務の実施に関して疑義が生じた場合は、必要に応じて、

委託者と受託者が協議して定めるものとする。 

・委託業務に関連する書類・領収書等は、契約が終了した日が属する年度の翌年度から起算して

５年間保存するものとする。 

 

【参考】アリオス会場及び設備 予約状況 

施設使用予定 

使用施設名 使用日 

中劇場 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B101 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B102 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B103 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B201 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B202 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B203 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

楽屋 B204 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

カンティーネ 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

中リハーサル室 令和 8 年 11 月 8 日 

 

  設備使用予定 

使用設備名 使用日 

中劇場照明設備セット 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

中劇場音響設備セット（8 間） 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

移動式スピーカーセット（Ci、MAX、E3） 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

再生・録音・録画機器 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

ワイヤレスマイクロフォン 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

コンデンサマイクロフォン 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

移動式調整卓 B（MACKIE、01V） 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

持込電気機材用電源設備 令和 8 年 11 月 7 日、8 日 

 


